
市政 ニュース

１
月
か
ら
、
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

額
を
変
更
し
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

保
険
年
金
課　

国
保
年
金
担
当
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平
成
27
年
1
月
か
ら
相
続
税
の
基
礎
控

除
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
詳
し
い
内

容
は
、
次
の
方
法
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
確
認
方
法

◇
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w
.nta. 

go.jp

）
で
確
認

◇
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
（
半
田
税
務
署　

　


6
３
１
４
１
）
へ
電
話

↓
自
動
音
声
案
内
に
よ
り「
１
」を
選
択
し

た
後
、次
に
相
続
税「
２
」を
選
択
）

国
民
健
康
保
険
の
出
産
育
児

一
時
金
の
支
給
額
を
変
更
し
ま
す

相
続
税
の
基
礎
控
除
が

引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た

駅
の
駐
輪
場
に
防
犯
カ
メ
ラ
を

設
置
し
ま
し
た

自
転
車
盗
な
ど
へ
の
対
策
と
し
て
、
市

内
の
Ｊ
Ｒ
・
名
鉄
各
駅
の
駐
輪
場
に
防
犯

カ
メ
ラ
を
設
置
し
ま
し
た
。

平
成
25
年
中
に
市
内
で
は
自
転
車
盗
が

２
３
１
件
発
生
し
て
お
り
、
こ
の
内
、
駅

の
駐
輪
場
で
は
86
件
の
自
転
車
盗
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

駐
輪
場
を
利
用
さ
れ
る
市
民
の
み
な
さ

ん
も
、
自
転
車
に
は
鍵
を
か
け
る
、
長
期

間
放
置
し
な
い
な
ど
、
犯
罪
防
止
に
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

防
災
交
通
課　
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国
民
健
康
保
険
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の
方
へ

高
額
医
療・高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
し
ま
す

同
じ
世
帯
で
「
医
療
」
と
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
の
両
方
を
利
用
し
て
支
払
っ
た
１
年

間
の
自
己
負
担
額
の
合
計
金
額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
に
、
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
「
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
・
「
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
を
支

給
し
ま
す
。

平
成
26
年
７
月
31
日
時
点
で
、
国
民
健

康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
方
の
う
ち
、
年
間
の
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
る
方
に
は
、
「
申
請

勧
奨
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す
。
お

知
ら
せ
が
届
い
た
方
は
、
保
険
年
金
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
や
加
入
保

険
の
変
更
な
ど
に
よ
り
「
申
請
勧
奨
の

お
知
ら
せ
」
が
送
付
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
保
険
年
金
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
７
月
31
日
時
点
で
、
職
場
の

健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
た
方
は
、

医
療
保
険
者
（
職
場
の
健
康
保
険
）
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
す
る
前
に
「
介
護
保
険
自

己
負
担
額
証
明
書
」
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
介
護
保
険
課
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
合
わ
せ

◇
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
関
す
る
こ
と

　

保
険
年
金
課　
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◇
介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と

　

介
護
保
険
課　
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申
請
勧
奨
の
お
知
ら
せ
を

送
付
し
ま
す

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
の
方
は…

医療保険の自己負担額
（高額療養費を除く）

介護保険の自己負担額
（高額介護サービス費を除く）

※入院（所）時の食費・居住費、差額ベッド代などは、自己負担額に含まれません。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療と介護を合計して、自己負担限度額を超えた分を支給
します。
※医療、介護のどちらかの自己負担額が０円の場合や支給額が５００円
を超えない場合は支給されません。

※産科医療補償制度に加入後の出産育児一時金は
　総額４２万円で変更はありません。

産科医療
補償制度に
加入後の出産

４２万円

産科医療
補償制度に
未加入の出産

平成26年
12月31日
以前の出産

産科医療
補償制度の
加入の有無

平成27年
1月1日
以後の出産

４２万円

３９万円 ４０万４千円


